
◎
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
六
月
二
四
日
法
律
第
五
九
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
四
月
八
日
・
衆
議
院
財
務
金
融
委
員

会

）

○
与
謝
野
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
金
融
商
品
取
引
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き

ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

社
会
的
な
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
資
金
決
済
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
ま

し
て
は
、
信
頼
と
活
力
の
あ
る
金
融
資
本
市
場
を
構
築
す
る
た
め
、
利
用

者
保
護
の
充
実
を
図
り
つ
つ
、
利
用
者
利
便
の
向
上
や
そ
の
適
切
な
実
施

の
確
保
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
必
要

な
制
度
整
備
を
行
う
た
め
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
利
用
者
利
便
の
向
上
を
図
る
た
め
、
利
用
者
に
引
き
渡
す
べ

き
資
金
と
同
額
以
上
の
資
産
保
全
を
義
務
づ
け
る
な
ど
所
要
の
措
置
を
講

じ
つ
つ
、
銀
行
の
み
に
認
め
ら
れ
た
為
替
取
引
を
、
銀
行
以
外
の
者
で
も

行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
制
度
整
備
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

第
二
に
、
発
行
者
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
サ
ー
バ
ー
な
ど
に
金
額
を
記

録
す
る
前
払
い
式
支
払
い
手
段
に
つ
い
て
も
、
現
行
の
商
品
券
や
プ
リ
ペ

イ
ド
カ
ー
ド
内
に
金
額
が
記
録
さ
れ
る
カ
ー
ド
と
同
様
に
規
制
の
適
用
対

象
と
し
、
利
用
者
保
護
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
銀
行
間
の
資
金
決
済
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
観
点
か

ら
、
資
金
清
算
を
行
う
者
に
対
す
る
適
切
な
監
督
等
を
行
う
た
め
、
所
要

の
制
度
整
備
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
資
金

決
済
に
関
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
四
月
二
三
日
）

○
田
中
和
�
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
案
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
サ
ー
ビ

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

二
一
九



ス
の
適
切
な
実
施
を
確
保
し
、
そ
の
利
用
者
等
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、

当
該
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
促
進
を
図
る
た
め
、
前
払
い
式
支
払
い
手
段
の

発
行
、
銀
行
等
以
外
の
者
が
行
う
為
替
取
引
及
び
銀
行
等
の
間
で
生
じ
た

為
替
取
引
に
係
る
債
権
債
務
の
清
算
に
つ
い
て
、
登
録
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

両
案
は
、
去
る
四
月
七
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
八
日
与
謝
野
国

務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
十
四
日
か
ら
質
疑
に
入
り
、

十
六
日
に
は
参
考
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
、
慎
重
か
つ
熱
心
な
審
査

を
行
い
、
二
十
一
日
質
疑
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。

か
く
て
、
昨
二
十
二
日
、
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正
案
に
対
し
、
竹
本

直
一
君
外
六
名
か
ら
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公

明
党
の
共
同
提
案
に
係
る
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
よ
る
裁
判
外
紛
争
解

決
手
続
に
係
る
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
条
項
の
追
加
を
内
容
と

す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
提
出
者
を
代
表
し
て
松
野
頼
久
君
か
ら
趣
旨

の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
順
次
採
決
い

た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ

て
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
、
資
金
決
済
法
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
六
月
一
七
日
）

○
円
よ
り
子
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
案
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
サ
ー
ビ

ス
の
適
切
な
実
施
を
確
保
し
、
そ
の
利
用
者
等
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、

当
該
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
促
進
を
図
る
た
め
、
前
払
式
支
払
手
段
の
発

行
、
銀
行
等
以
外
の
者
が
行
う
為
替
取
引
及
び
銀
行
等
の
間
で
生
じ
た
為

替
取
引
に
係
る
債
権
債
務
の
清
算
に
つ
い
て
、
登
録
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
参
考

人
を
招
致
し
て
そ
の
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー

ン
問
題
に
お
け
る
格
付
会
社
の
責
任
、
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
関
し
て
指
定
紛
争

解
決
機
関
制
度
を
導
入
す
る
趣
旨
、
取
引
所
相
互
乗
り
入
れ
が
商
品
市
場

に
与
え
る
影
響
、
地
方
公
共
団
体
が
プ
ロ
で
あ
る
特
定
投
資
家
と
さ
れ
る

こ
と
の
妥
当
性
、
資
金
移
動
業
者
に
認
め
ら
れ
る
少
額
の
為
替
取
引
の
上

限
、
収
納
代
行
サ
ー
ビ
ス
等
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
熱
心

な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

二
二
〇



し
て
大
門
実
紀
史
委
員
よ
り
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正
案
に
反
対
す
る
旨

の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正
案
は

多
数
を
も
っ
て
、
資
金
決
済
法
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
六
月
一
六
日
）

（
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二
一
法
五
八
）

の
附
帯
決
議
と
一
括
し
て
掲
載
）

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

二
二
一


